
川崎市社会的養育推進計画

令和２年度点検・評価報告書



川崎市社会的養育推進計画の実績



基本的な考え方Ⅰ　専門的支援を必要とする児童・家庭への支援の充実

１　施策の概要
基本的な
考え方 Ⅰ　専門的支援を必要とする児童・家庭への支援の充実

概要

児童相談所への相談件数や児童虐待の相談・通告件数は増加傾向にあり、中には経済的な困窮や子育上の不安や悩
みなどを抱えこみ、援助希求を発信できず、必要な支援に繋がっていない子育て家庭があることも考えられます。
児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の趣旨を踏まえ、児童ができる限り家庭において健やかに養育される
よう、児童相談所や区役所、地域の関係機関が連携しながら児童虐待の防止に向けたリスク要因の早期把握や家庭で
の養育支援に取組むとともに、一時保護を行った場合の児童の福祉の向上や家庭復帰に向けた支援の充実を図りま
す。

施策等

1 児童相談所における人材確保・育成に向けた取組の推進 7 13

2 一時保護証体制強化に向けた取組 8 14

4 母子生活支援施設を活用したひとり親家庭への支援の推進 10 16

3 区における児童家庭相談支援機能の充実 9 15

6 12 18

5 児童家庭支援センターによる支援 11 17

１　児童相談所における専門的支援の推進
≪児童相談所体制強化に向けた取組の推進≫
・国の示す配置基準等を踏まえながら、必要な児童福祉司、児童心理司等を着実に配置し、児童相談所による相談支援
体制の強化を図ります。
・児童相談所職員に求められる業務上の知識や技術を身に付けるため、新規採用職員等に対する児童相談所業務研修
等を確実に実施します。
・専門職機能の強化及び実効的な他職種協働の実践に向け、市民ニーズの複雑化、多様化に対応し、各専門職が期待
される役割や支援スキルを発揮し、必要なケースに効果的なチームアプローチを実践できるようにするための研修を実
施します。
・要保護児童をできる限り養子縁組や里親家庭での養育につなげることができるよう、児童相談所職員に対し、養子縁組
や「養育里親」に関する研修会を実施します。
・「保健・医療・福祉等専門職の人材育成の取組」に基づき、社会福祉職・心理職・保健師等の人材育成を着実に推進し
ます。

≪一時保護所体制強化に向けた取組の推進≫
・生活環境の改善や一時保護期間の短期化等、児童の最善の利益を考慮した一時保護所の機能のあり方や運営体制
等、一時保護所の体制強化に向けた検討を行います。
・第三者による評価を受診し、受診結果を一時保護所の運営改善等に活用していきます。
・一時保護中に制限される権利等について児童の年齢等に応じた適切な説明を行うとともに、できる限り一時保護所での
保護期間を短縮することができるよう関係機関と適切に連携しながら円滑な対応に努めていきます。

２　地域における相談支援の推進
≪区における児童家庭相談支援機能の充実≫
地域の実情の把握、相談対応、調査、継続的支援等を行います。
「子ども家庭総合支援拠点」を令和４（２０２２）年度までに各区に設置し、地域における児童家庭相談支援機能の充実
を図ります。
≪母子生活支援施設を活用したひとり親家庭への支援の推進≫
配偶者のない女子又は母子家庭の母親や、これに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童をともに入所
させ保護するとともに、自立促進のためにその生活を支援します。また、退所後も相談、その他の援助を行うことにより、
母子の自立支援と福祉向上を図ります。

≪児童家庭支援センターによる支援の推進≫
市内６か所に設置されている児童家庭支援センターにおいて、区役所や児童相談所と連携強化を図りながら、身近な
地域で専門的な知識・技術を必要とする児童や、その家庭からの相談に対する支援を実施します。
保護者の出産により養育者が不在となる場合や子育てにおける行き詰まりなどレスパイト（休息）が必要な場合に、短
期間の宿泊を伴ってお子さんを預かる（ショートステイ事業）ことにより子育て支援を行います。
児童相談所が児童福祉法に基づき指導を行う案件について、児童家庭支援センターが支援を行うことが効果的である
もの等について指導委託を行うことで、保護者支援の充実を図ります。

計画期間
中の主な取
組



２　評価
　内部評価の結果

施策等 事業の内容
当該年度の事業の取組内

容
取組内容の実績等 事業の

達成度
施策への
貢献度

今後の事
業の方向
性

1

児童相談所に
おける人材確
保・育成に向け
た取組の推進

必要な職員の増強や人材
育成を通じ、児童相談所に
おける相談支援体制の強
化を図ります。

①児童相談所による相談支援体制の
強化
②人材育成の推進

ほぼ目標通り達成しました。
①児童福祉司7名、児童心理司3名を
増員し、児童相談所における相談支援
体制の充実を図りました。
②子どもや家庭への支援の充実を図
るため、児童福祉法改正により定めら
れた法定研修をはじめ、各種研修等の
実施による職員の資質向上の取組を
進め、適切な相談・援助活動の実施し
ました。

３　ほ
ぼ目標
どおり

A　貢献
している

Ⅲ　事業
規模拡
大

A　貢献
している

Ⅲ　事業
規模拡
大

3
区における家庭
児童相談支援
体制の充実

各区における専門的な相
談支援体制の充実を図る
ため、子ども家庭総合支援
拠点の設置を図ります。

①子ども家庭総合支援拠点の設置

ほぼ目標通り達成しました。
①子ども家庭総合支援拠点の設置に
向けて関係部署と検討を進め、令和４
年度から各区役所みまもり支援セン
ターに設置することとしました。

３　ほ
ぼ目標
どおり

A　貢献
している

Ⅱ　改善
しながら
継続

2
一時保護所体
制強化に抜けた
取組の推進

一時保護所における生活
環境の改善や短期化、権
利擁護など、一時保護所運
営体制の強化を目指しま
す。

①一時保護所の体制強化に向けた検
討
②第三者による評価の受審
③一時保護を受ける児童の権利擁護

ほぼ目標どおり達成しました。
①増加する児童虐待相談通告件数や
一時保護児童数への対応を図るため
の施設整備として、中部児童相談所の
改築に向けて基本計画及び仮設相談
所基本設計の策定に着手しました。
②市内２か所の一時保護所について３
年に１度、第三者評価を実施するた
め、今年度の実施はありませんでし
た。
③児童の権利擁護等について、児童
の年齢に応じて丁寧に説明を行うとと
もに、関係機関と連携しながら支援内
容の検討、支援方針の決定を進めまし
た。また、児童相談所新任職員等研修
にて子どもの権利をテーマに研修を実
施しました。

３　ほ
ぼ目標
どおり

A　貢献
している

Ⅰ　現状
のまま
継続

4

母子生活支援
施設を活用した
ひとり家庭への
支援の推進

市内外に設置している母子
生活支援施設への入所を
通じて、それぞれの家庭や
児童が有する課題を整理
し、専門職をはじめとした施
設職員による支援を通じ、
安心して地域生活へのス
ムーズな移行ができるよ
う、その福祉の充実を図り
ます。

①母子生活支援施設の運営

ほぼ目標通り達成しました。
市内の母子生活支援施設において、
母子家庭の経済的な課題やＤＶ等の
緊急的なニーズに応えるため、緊急一
時保護事業を実施（７世帯）しました。
また、生活の再建や社会的自立のた
め、年間を通じ１７世帯４１人の入居者
に対し、個々の家庭の有する課題等を
意識しながら支援を実施しました。コロ
ナ禍の影響もありましたが、年度の後
半からは感染予防策を講じて、土曜日
午後にボランティアによる入所児童の
学習支援や、入所家庭に対し居室に
籠ることがないよう共有スペースの利
用を促すなど、入居する児童・家庭へ
の支援にも取り組みました。

３　ほ
ぼ目標
どおり



４　改　善　

１児童相談所における専門的支援の推進
・児童福祉司・児童心理司を増員し、児童相談所における相談支援体制の充実を図るとともに、職員の資質向上の
取組を進めました。
・増加する児童虐待相談通告件数や常時定員を超過している一時保護所への対応を図るため、令和７年度の中部
児童相談所の改築に向けての施設整備を開始しました。
・子どもの権利が守られるよう関係機関と連携しながら支援を実施しました。

２　地域における相談支援の推進
・令和４年度に各区地域みまもり支援センターに子ども家庭総合支援拠点を設置するよう、関係部署と検討を進め
ました。
・市内の母子生活支援施設において、母子家庭の経済的問題やＤＶ等の個別に抱える課題に対応するため、緊急
一時保護や社会的自立に向けた支援を実施しました。
・児童家庭支援センターにおいて、児童相談所や区役所地域みまもり支援センターなどと連携し、地域における相
談・支援を実施しました。

総合的な
評価

5
児童家庭支援
センターによる
支援の推進

児童養護施設及び乳児院
に併設する児童家庭支援
センターにおいて、それぞ
れの地域における相談支
援ニーズに応えるとともに、
必要に応じてショートステイ
事業を活用するなど、各家
庭に対する相談支援を実
施します。

①児童家庭支援センターによる子育て
相談の実施
②子育て短期支援事業の推進
③児童家庭支援センターへの指導委
託の実施

ほぼ目標通り達成しました。
①地域における身近な民間相談機関
である児童家庭支援センターにおい
て、児童相談所や区役所地域みまもり
支援センターなどの行政の相談機関と
連携し、3,442件の相談・支援を行いま
した。
②子育て短期支援事業について、2か
所の乳児院及び4か所の児童養護施
設において、事業を実施し、2,703件の
利用がありました。
③児童相談所が児童福祉法に基づき
指導を行う案件について、児童家庭セ
ンターが支援を行うことが効果的であ
るもの等について、指導委託を行い、
保護者支援の充実を図りました。

３　ほ
ぼ目標
どおり

A　貢献
している

Ⅱ　改善
しながら
継続

子ども・子育て
会議からの意
見・評価

１児童相談所における専門的支援の推進
・今後も児童相談所の児童福祉司や児童心理司については増員が見込まれることから、相談支援体制の更なる充
実のため、各種研修などを通じて職員の人材育成に注力されることを望みます。

・定員を超過している児童相談所一時保護所の環境改善を図り、入所児童の権利擁護のための丁寧な説明や支援
が行われていくことを望みます。

２　地域における相談支援の推進
・新型コロナウイルス感染症による経済的な影響は今後、より顕著に表れてくることも想定されることから、経済的な
課題を有する母子家庭に対し、緊急的な保護や生活の場の提供などを行い、生活を安定させるための支援を行う
等、今後も必要な対応が行われることを望みます。

・地域における身近な相談機関として活動を行う児童家庭支援センターにおいては、多くの相談を受け、児童虐待の
予防及び対応双方の観点から家庭の親子に必要な関わりを持ち、効果を上げている点を評価します。

※その他総合的な意見
・引き続き支援が必要な家庭や児童に対し、専門的な立場から積極的に支援を行うことのできる体制づくりが強化さ
れることを望みます。

子ども・子育て会議から
の意見・評価を踏まえた

今後の取組

１児童相談所における専門的支援の推進
・児童相談所における児童福祉司や児童心理司の増員を行うことと、その専門性を高めるため、職員の人
材育成を並行して行うことで、児童及び家庭への相談支援体制のさらなる充実を図ります。

・一時保護所における処遇環境の向上を図るとともに、そこで生活をする児童の権利擁護の充実に向けた
具体的な方法の検討を行います。

２　地域における相談支援の推進
・経済的に困窮している等、様々な課題を有する母子家庭が安定した生活を行い、子どもの健全な発達・
成長と母の社会的、経済的自立を支援するため、母子生活支援施設における入所者への取組の充実を
図ります。

・児童家庭支援センターについては、地域の身近な相談機関として一定のニーズがあり、御家庭の状況等
必要に応じてショートステイなどの具体的かつ効果的な支援策の提供も可能であるため、今後も児童虐待
の予防及び対応双方の視点からさらなる支援の充実に努めます。



基本的な考え方Ⅱ　代替養育を必要とする児童への支援の充実

１　施策の概要
基本的な考
え方 Ⅱ　代替養育を必要とする児童への支援の充実

概要

代替養育を必要とする児童については、できる限り家庭に近い環境で養育されるよう支援を行う必要があり、様々な状況
にある児童それぞれに適切に対応することができるよう環境整備を図ることが必要です。
里親家庭・施設それぞれにおいて全ての要保護児童が心身ともに健やかに養育され円滑に自立していけるよう、里親家
庭への支援体制の充実や施設における専門的支援の充実、児童の自立支援の推進など、代替養育を必要とする児童
への支援の充実を目指します。

計画期間
中の主な取
組

１　当事者である児童の権利擁護
≪代替養育を受ける児童の権利擁護の推進≫
それぞれの児童が最適な環境で養育が受けられるよう、児童の状況や意向を丁寧に確認した上で代替養育環境を選
択します。
代替養育を受ける児童の権利擁護に向け、支援を担う里親や施設職員へ権利擁護に関する情報提供や研修等を行い
ます。
代替養育を受ける全ての児童に守られるべき権利の内容や困ったことがあった場合などに相談ができる連絡先等を記
載した「子どもの権利ノート」を配布し、権利擁護のために活用を図ります。

２　特別養子縁組等の推進
特別養子縁組の制度内容や「養子縁組里親」に関する様々な広報媒体の活用や関係機関と連携した啓発活動等によ
り、制度の認知度の向上に向けた取組の充実を図ります。
「養子縁組里親」の登録数の増加と適切な児童の委託推進に向け、制度の趣旨や代替養育を必要とする児童の状況
等に関する説明内容の充実を図ります。
≪「養子縁組里親」への児童の委託推進≫
特別養子縁組の制度内容やその意義等について、児童の養育が困難である保護者に分かりやすく丁寧に説明し、関
係機関と連携しながら児童の福祉上最善の選択ができるよう調整を行います。
一時保護や措置入所により乳幼児の養育支援を担う乳児院と緊密に連携を図りながら、児童や保護者の状況を丁寧
に把握し、保護者家庭への養育支援や「養子縁組里親」・「養育里親」への委託等、それぞれの児童・保護者にとって最
適な支援に繋げていくための環境調整を図ります。
民法改正により、特別養子縁組の養子候補者の上限年齢の引上げ等が図られることを踏まえ、制度の周知や候補者
の確認等、一層の委託推進に向けた取組を推進します。

≪「養子縁組里親」への支援体制の充実≫
「養子縁組里親」に関する普及啓発から登録に向けた面談・研修、児童とのマッチングや交流、児童委託後の支援まで
継続的な支援を行うため、里親養育包括支援事業（フォスタリング事業）の開始に向けた取組を推進し、「養子縁組里親」
への支援体制の充実を図ります。
児童を養育する中で抱える不安や悩みを里親という同じ立場にある方が共有し相互に相談支援を行うことができるよ
う、里親会や関係機関との連携を強化しながら里親当事者による支援がより円滑に行える環境を整えます。
保育を必要とする里親委託児童の保育所等利用調整上の優先的な取扱いにより、里親の養育上の負担軽減を図ると
ともに、保育所による相談支援等、様々な状況にある児童を安心して養育できる環境を整えます。

３　養育里親への委託推進
≪「養育里親」登録者の確保に向けた取組の推進≫
「養育里親」に関する多様な広報手段の活用や関係機関と連携した啓発活動等により、制度の認知度の向上に向けた
取組の充実を図ります。
「養育里親」の登録数の増加と適切な児童の委託推進に向け、制度の趣旨や代替養育を必要とする児童の状況等に
関する説明内容の充実を図ります。

≪小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）の充実に向けた取組の推進≫
ファミリーホームと関係機関の連絡会の開催等により情報共有や連携体制の強化を図り、チームとして児童の養育を
行うことができる体制を確保していきます。
ファミリーホームの開設を検討する方への制度案内や相談支援等、新たな担い手の確保に向けた取組を推進します。

≪「養育里親」への児童の委託推進≫
「養育里親」の制度内容や家庭環境で養育することの意義等について、児童の養育が困難である保護者に分かりやす
く丁寧に説明し、関係機関と連携しながら児童の福祉上最善の選択ができるよう調整を行います。
一時保護や措置入所により児童の養育支援を担う乳児院・児童養護施設と緊密に連携を図りながら、児童や保護者の
状況を丁寧に把握し、代替養育を必要とする児童が「養育里親」の家庭への委託が可能な場合には原則として「養育里
親」への委託を選択することとして支援を推進します。



施策を構成
する事務事
業

1 代替養育を必要とする児童の権利擁護の推進 7 養育里親への支援体制の充実 13

2 養子縁組里親の登録者の確保 8 施設の高機能化・多機能化・地域分散化の推進 14

4 養子縁組里親への支援体制の充実 10 学習支援・進学に向けた支援 16

3 養子縁組里親への児童の委託推進 9 施設の専門性の確保と人材育成支援 15

6 養育里親への児童の委託推進 12 18

5 養育里親の登録者の確保 11 児童の措置解除に向けた支援 17

５　児童の自立支援の推進
≪子ども・若者応援基金を活用した学習・進学支援等の推進≫
平成30年度から開始した学習支援事業の活用により、小学生から高校生まで、塾・家庭教師・地域人材等、児童の理解
度等に応じた効果的な学習支援が行われるよう取組を推進します。
平成30年度から開始した市独自の給付型奨学金（川崎市社会的養護奨学給付金）の活用を促進し、進学を希望する
児童の経済面での負担軽減を図ります。
国の高等教育への進学支援や各種奨学金等について関係機関と連携しながら児童への情報提供を行います。

≪社会的養護自立支援事業を活用した自立支援の推進≫
代替養育を受ける高校生等に対し、平成30年度から開始した社会的養護自立支援事業により、就労・進学等に関する
講座の開催や企業開拓、就労支援等、一人ひとりの状況に応じた自立支援を実施します。
措置解除後も安心して生活を送ることができるよう、平成30年度から開始した社会的養護自立支援事業により状況の
確認や生活相談、就労相談等を実施します。
平成30年度から開始した社会的養護自立支援事業により措置解除後も里親家庭や施設で生活する場合に必要となる
居住費及び生活費の支援を実施します。

≪「養育里親」への支援体制の充実≫
「養育里親」に関する普及啓発から登録に向けた面談・研修、児童とのマッチングや交流、児童委託後の支援まで継続
的な支援を行う里親養育包括支援事業（フォスタリング事業）の充実を図ります。
「養育里親」への委託前に児童が施設に入所している場合には、児童の養育を担う乳児院・児童養護施設等と緊密に
連携を図りながら「養育里親」と児童のマッチングを行うとともに、「養育里親」と児童の交流や委託後の支援を協働して
実施し、児童が「養育里親」の家庭に安心して移ることができるようきめ細やかな支援を行います。
児童を養育する中で抱える不安や悩みを里親という同じ立場にある方が共有し相互に相談支援を行うことができるよ
う、里親会や関係機関との連携を強化しながら里親当事者による支援がより円滑に行える環境を整えます。
保育を必要とする里親委託児童の保育所等利用調整上の優先的な取扱いにより、里親の養育上の負担軽減を図ると
ともに、保育所による相談支援等、様々な状況にある児童を安心して養育できる環境を整えます。

４　施設における専門的支援の充実
≪施設の高機能化・多機能化・地域分散化の推進≫
家庭での生活が難しいなど様々な状況にある児童に対し複数の専門職によるきめ細やかな支援を行うとともに、施設
におけるショートステイや一時保護委託への対応、保護者支援等、地域支援機能の充実に向けた検討を進めます。
施設における里親支援機能の充実に向け、里親と施設職員の交流機会の創出や各施設の里親支援専門相談員との
連携強化や活動支援等、施設の専門性を里親支援に活用するための取組を推進します。
地域の中で専門的な支援が可能な地域小規模児童養護施設の設置を推進し、家庭的な環境での児童の支援ニーズ
への対応を図ります。

≪施設職員の確保・育成支援の取組の推進≫
職員の確保や定着を支援するため、国の動向を注視しながら、保育士等の処遇改善に向けた取組を検討します。
各施設において職員が継続的に働き、その専門性の向上を図ることができるよう、施設・職員間の連携強化や専門家
によるスーパーバイズに係る支援など職員の専門性の向上を支援する取組を推進します。



２　評価
　内部評価の結果

施策等 事業の内容
当該年度の事業の取組内

容
取組内容の実績等 事業の

達成度
施策への
貢献度

今後の事
業の方向
性

1
代替養育を受け
る児童の権利
擁護の推進

施設入所時等における丁
寧な説明を行うなど、子ど
もの意向に寄り添った支援
を行い、職員等への研修な
どを通じ、権利擁護を推進
します。

①児童の状況に応じた代替養育環境
の選択
②代替養育環境での権利擁護の推進
③子どもの権利ノートを活用した権利
擁護の推進

ほぼ目標通り達成しました。
①家庭での生活が難しい児童につい
ては、児童相談所職員の他、関係者が
連携を図り、その児童に最も適した生
活の場を提供するよう、丁寧な関わり
を継続して行い、施設や里親へ９７名
の児童の委託を実施しました。
②③施設や里親家庭への訪問時に、
子どもの権利ノートを配布し、その内容
を説明するとともに、職員等にも同様
の内容を伝え、権利擁護に関する意識
の醸成を行いました。

３　ほ
ぼ目標
どおり

A　貢献
している

Ⅰ　現状
のまま
継続

B　やや
貢献して
いる

Ⅱ　改善
しながら
継続

3
養子縁組里親
への児童の委
託推進

保護者（実親）への説明を
通じ、養子縁組に関する承
諾を得るなど丁寧に対応す
るとともに、乳児院との連
携を図り、適切なアセスメン
トやマッチング等の過程を
経て、円滑な養子縁組里親
への委託を推進します。

①　保護者への丁寧な説明の実施
②　乳児院と連携した乳幼児の適切な
委託推進
③　法改正を踏まえた委託推進

ほぼ目標通り達成しました。
①③真に特別養子縁組制度の適用が
必要な児童については、児童相談所
担当職員が実親へ制度内容の丁寧な
説明を行い、養子縁組への理解と承諾
が得られるよう努めました。
②家庭で育てることが困難な乳幼児に
ついては、乳児院やフォスタリング機
関、児童相談所と連携し、委託候補先
の里親家庭の状況を総合的に判断し
た上でマッチング等行い、里親委託を
推進しました。

３　ほ
ぼ目標
どおり

B　やや
貢献して
いる

Ⅱ　改善
しながら
継続

2

養子縁組里親
の登録者の確
保に向けた取組
の推進

里親制度に関して興味、関
心を持ってもらうための説
明会を開催し、普及啓発に
取り組むなど、制度の認知
度の向上に向けた取組の
充実を図ります。

①　特別養子縁組に関する普及啓発
の推進
②　養子縁組里親に関する説明会の
充実

ほぼ目標どおり達成しました。
①令和２年９月から、フォスタリング機
関へ事業を委託し、市とフォスタリング
機関との連携のもと、特別養子縁組制
度に関する理解や関心を深めるため
の普及啓発を実施しました。
②オンライン形式等、新型コロナウイ
ルス感染症下における対策を取りなが
ら、１６回説明会を開催し、２３組４６名
の参加がありました。

３　ほ
ぼ目標
どおり

B　やや
貢献して
いる

Ⅱ　改善
しながら
継続

4
養子縁組里親
への支援体制
の充実

養子縁組里親に関する制
度の広報・周知や登録に向
けた研修の実施、児童委
託前後の支援などを包括
的に実施するフォスタリン
グ機関の設置により、養子
縁組里親への支援体制の
充実に繋げます。

①　養子縁組里親への支援体制の充
実

ほぼ目標通り達成しました。
①フォスタリング機関と連携し、養子縁
組里親に関する養成研修を年３クール
実施、里親の養成するとともに、委託
前における児童との交流や心構えにつ
いての説明、不安等の軽減のための
面談等を丁寧に行い、スムーズな児童
の委託に繋げました。また、委託後に
おいても個々の里親家庭や委託児童
の状況に寄り添いながら、支援の内容
や回数を設定するなど、サポート体制
の充実を図りました。

３　ほ
ぼ目標
どおり



5
養育里親の登
録者の確保

里親制度に関して興味、関
心を持ってもらうための説
明会を開催し、普及啓発に
取り組むなど、制度の認知
度の向上に向けた取組の
充実を図ります。
また、ファミリーホームに関
しても現行のホームへの支
援を行うとともに、新たな担
い手を確保し、新規ホーム
を開設できるよう準備を行
います。

①　養育里親に関する普及啓発の推
進
②　養育里親に関する説明会の充実
③　ファミリーホームと関係機関との連
携推進
④　ファミリーホームの開設に向けた
支援の推進

ほぼ目標通り達成しました。
①フォスタリング機関による、公共交通
機関内での映像広告の配信やソー
シャルメディアを活用しフォスタリング
機関のホームページを閲覧してもらう
ようにし、広く制度の周知をしたほか、
制度につながりの深い市内福祉関係
団体に対する説明を行うなど、なり手
の確保に焦点を絞った活動も行いまし
た。
②オンライン形式等新型コロナウイル
ス感染症下における対策を取りなが
ら、２５回説明会を開催し、９５家庭１２
８名の参加がありました。
③④ファミリーホーム連絡会を開催し、
現状の情報共有等を行ない、新規児
童の委託に向けた連携を図りました。
また、新しいホーム開設のため、説明
会を実施しました。

３　ほ
ぼ目標
どおり

B　やや
貢献して
いる

Ⅱ　改善
しながら
継続

B　やや
貢献して
いる

Ⅱ　改善
しながら
継続

7
養育里親への
支援体制の充
実

養育里親に関する制度の
広報・周知や登録に向けた
研修の実施、児童委託前
後の支援などを包括的に
実施するフォスタリング機
関の設置により、養育里親
への支援体制の充実に繋
げます。
また、施設との連携や里親
当事者による支援の視点
を導入するなど安心して児
童を養育できる環境を整え
ます。

①　養育里親への支援体制の充実
②　関係機関との連携による支援体制
の充実

ほぼ目標通り達成しました。
①養育里親に関する養成研修を年３
クール実施し、里親の養成を図るととも
に、委託前における児童との交流や心
構えについての説明、不安等の軽減
のための面談等を丁寧に行い、スムー
ズな児童の委託に繋げました。また、
委託後においても個々の里親家庭や
委託児童の状況に寄り添いながら、支
援の内容や回数を設定するなど、サ
ポート体制の充実を図りました。
②フォスタリング機関が中心となり、児
童相談所、養護施設、里親会等と連携
しながら委託中の里親への支援を行い
ました。また、里親当事者による支援
の方法について検討を行いました。

３　ほ
ぼ目標
どおり

B　やや
貢献して
いる

Ⅱ　改善
しながら
継続

6
養育里親への
児童の委託推
進

保護者（実親）への説明を
通じ、里親委託に関する承
諾を得るなど丁寧に対応す
るとともに、乳児院や児童
養護施設との連携を図り、
適切なアセスメントやマッチ
ング等の過程を経て、円滑
な養育里親への委託を推
進します。

①　保護者への丁寧な説明の実施
②　乳児院・児童養護施設と連携した
乳幼児の適切な委託推進

ほぼ目標通り達成しました。
①施設養護と里親への委託の違いを
説明し、子どもの養育ために必要であ
るということを保護者へ丁寧に説明し
ました。
②家庭引き取りの難しい児童について
は、児童の特性や希望を踏まえた上
で、できる限り養育里親委託が第１の
選択肢となるよう児童相談所及び施設
職員が認識を共有しながら検討を行い
ました。

３　ほ
ぼ目標
どおり

A　貢献
している

Ⅱ　改善
しながら
継続

8

施設の高機能
化・多機能化・
地域分散化の
推進

一時保護委託やショートス
テイなど、児童や家庭の
ニーズに即したきめ細やか
な支援を行うとともに、施設
における里親支援機能の
充実を図るなど、多様な役
割を円滑に果たせるよう、
環境の整備を図ります。
また、地域小規模児童養護
施設を新たに整備していく
など、施設機能の地域分散
化にも取り組みます。

①　高機能化・多機能化の推進
②　地域分散化の推進

ほぼ目標通り達成しました。
①里親支援やショートステイ機能の充
実、ひっ迫する児童相談所一時保護所
の現状などを踏まえ、各施設との意見
交換を行い、施設の高機能化に向け
た検討を行いました。
②入所児童の処遇環境の向上や社会
性の発達を図りつつ、要保護児童の受
け皿を確保していくため、令和２年度中
に地域小規模児童養護施設１か所を
開設しました。また、次年度に向けた
新規開設のため、物件や施設の人材
確保等にむけた調整を行いました。

３　ほ
ぼ目標
どおり



9
施設の専門性
の確保と人材育
成支援

職員の確保や定着、育成
を行うため、処遇改善や専
門家によるスーパーバイズ
による支援など、専門性の
向上を支援する取り組みを
推進します。

①　施設職員の処遇改善に向けた取
組の推進
②　施設職員の定着・育成に向けた取
組の推進

ほぼ目標通り達成しました。
①市独自の制度として住宅手当の加
算を行い、職員の確保と定着を支援し
ました。
②実習を受けた学生に、より深く施設
を知ってもらい、将来の養育者となって
もらうためのアルバイト雇用を促進した
ほか、人材育成のための研修会の開
催を促し、その際の費用について支弁
を行いました。

３　ほ
ぼ目標
どおり

B　やや
貢献して
いる

Ⅱ　改善
しながら
継続

A　貢献
している

Ⅱ　改善
しながら
継続

11
児童への措置
解除に向けた支
援

社会的養護自立支援事業
の活用により、措置解除前
後の一貫した相談支援体
制を実施します。

①　就労・進学支援の推進
②　措置解除後の支援の推進
③　居住支援・生活支援の推進

ほぼ目標通り達成しました。
①②委託事業者により主に高校生以
上の児童を対象にし、自活に必要な知
識習得や金銭教育等を行うことによ
り、一人暮らし等将来の社会生活のイ
メージを持ってもらうこと合わせ、進学
又は就労に向けた支援を実施しまし
た。また、施設退所後も最長５年間の
アフターフォローを行い、２０名の方を
就労につなげるなど、５５人の方を支
援しました。
③里親家庭で育ち、その後進学や就
労につながった児童等のうち、４人が
里親宅に継続して居住したため、退所
者居住支援制度の活用によるサポート
を行いました。

３　ほ
ぼ目標
どおり

A　貢献
している

Ⅱ　改善
しながら
継続

10
学習支援・進学
に向けた支援

学習支援事業の活用によ
り、小学生から高校生ま
で、学習塾や家庭教師等
の活用により、それぞれの
児童の個性や理解度等に
応じた効果的な学習支援
が行われるよう取組を推進
します。また、大学等進学
後における市独自の奨学
金制度の活用により、経済
面での負担軽減を図りま
す。

①　児童の個性に応じた学習支援の
推進
②　活用可能な給付金等の情報提供

ほぼ目標通り達成しました。
①児童の希望や進路・目標などに応じ
た家庭学習の強化、地域人材の活用
による学習時間の確保などを実施し、
３１人の児童の支援につながりました。
②本市の奨学金制度について施設と
の会議の場や案内の郵送等を通じて
施設退所を控えた児童に対する周知
を行い、積極的に活用してもらうよう働
きかけ、２０名から申請を受けました。

３　ほ
ぼ目標
どおり

総合的な
評価

３　養育里親への委託推進
・養育里親フォスタリング機関による養育里親に関する研修を実施し、里親の養成を図るとともに、委託前後におけ
る里親家庭や委託児童への丁寧な支援を行いました。
・委託里親家庭に対しては、児童相談所、各児童養護施設、里親会、フォスタリング機関、その他関係機関が連携を
図ったほか、里親当事者による支援の実施に向けて検討を行いました。

４ 施設における専門的支援の充実
・里親への支援やショートステイ機能の充実、児童相談所一時保護所における一時保護の長期化などを踏まえ、今
後の施設における機能の強化等に向けて各施設と意見交換を実施しました。
・入所児童の処遇環境や社会性の向上を図るとともに、要保護児童の受け皿を確保のため、地域小規模児童養護
施設１か所を開設しました。また、次年度の新規開設に向けた調整を行いました。
・市独自の加算により、施設職員の処遇改善を行い、職員の確保と定着を支援しました。

５　児童の自立支援の推進
・児童への学習環境を整えるとともに、進学をする児童へは奨学金制度を周知し活用するよう支援しました。
・委託事業者、養護施設とが連携し高校生以上の児童に対し、進学又は就労の支援を実施、施設退所後のアフター
フォローを実施しました。

１　当事者である児童の権利擁護
・施設や里親へ委託する児童に対し、子どもの権利ノートを活用し、子どもが意見を表明しやすい環境づくりの取組
を進めました。

２　特別養子縁組等の推進
・令和２年に新たに養子縁組里親に関するフォスタリング機関へ事業を委託し、特別養子縁組制度の普及啓発及び
説明会を実施し、養子縁組里親登録者を確保しました。
・特別養子縁組が必要な児童については、、実親の理解と承諾が得られるよう、丁寧な説明を実施するとともに、乳
児院やフォスタリング機関及び児童相談所等が連携し、里親候補先を決定するなど、特別養子縁組の推進に取り組
みました。
・養子縁組里親への研修を実施し、里親の養成を図るとともに、委託前後における里親家庭や委託児童への丁寧な
支援を行いました。



４　改　善　

子ども・子育て
会議からの意
見・評価

１　当事者である児童の権利擁護
・子どもの権利ノートについては、すべての施設及び里親委託児童に対して内容を伝え、その活用が図られるよう児
童相談所担当者による丁寧な説明を常に心がけるよう望みます。

２　特別養子縁組等の推進
・養子縁組里親フォスタリング機関の本格的な稼働に伴い、特別養子縁組を希望される方の希望や将来の家族像
など、不安を取り除き、丁寧に寄り添うなど、専門機関としての役割の充実を望みます。

３　養育里親への委託推進
・里親制度については引き続き、普及・啓発活動により里親の登録者を増やすとともに、フォスタリング機関が中心と
なり、その他関係機関を含め一体となって里親を支援する取組を実施していくことを望みます。

４　施設における専門的支援の充実
・施設の高機能化や多機能化については、今後の施設に求められるニーズの把握を適宜行い、どのような形態に
転換していくことが妥当なのか、関係機関との協議を丁寧に行いながら進めていくことを望みます。

５　児童の自立支援の推進
・困難な課題を有する入所児童に対する手厚いケアを行っていくためには、何よりも人材を確保し、育成することが
不可欠と思われます。今後も施設職員の確保と質の向上のために必要な取組を進めていくことを望みます。

・児童の自立は社会的養護施策の最後にして最大の目標でもあることから、委託事業者を活用しながら丁寧に支援
を継続的に行い、子どもの意向に沿った形での個別支援が実現できるよう望みます。

※その他総合的な意見
引き続き、社会的養護が必要な児童についてはきめ細やかな支援を行い、一人ひとりの個性を尊重した形で自立を
支えていくことを望みます。

子ども・子育て会議から
の意見・評価を踏まえた

今後の取組

１　当事者である児童の権利擁護
・子どもの権利ノートについてはよりわかりやすく、子どもが記載する内容にも工夫を行うなど、更なる活用
に向けた取組を行います。

２　特別養子縁組等の推進
・特別養子縁組を前提とした里親登録を希望される方には、フォスタリング機関や行政が関わることによる
メリットを御理解いただき、資質の向上や委託前後の手厚い支援体制など、そのメリットを十分に活用して
いただけるよう、更なる広報や制度周知を図ります。

３　養育里親への委託推進
・家庭養護の推進を図り、社会的養護を必要とする子どもが里親家庭で生活できるよう、フォスタリング機
関が中心となって、制度周知やリクルート活動、研修、委託前後の支援等の充実を図ります。

４　施設における専門的支援の充実
・今後も増えていくことが想定されるケアニーズの高い子どもに対する適切なケアを念頭に置き、施設にお
ける養育機能の充実に向け、施設と意見交換を行うなど連携を図ります。また、養育機能の充実に向けて
は施設職員の確保と人材育成、定着へのサイクルを確立することが重要であると考えるため、これらの流
れに資する具体的な取組の実現に向け検討を行います。

５　児童の自立支援の推進
・子どもの社会的自立については委託事業者と連携し、事業の積極的な活用に向けた周知を行います。



１　施策の概要

２　数値で事業の実績・効果等を把握できる指標

指標の説明

2
成果
指標

里親登録数
目標 － 168 180 192

人
説明

要保護児童を受け入れるための里親家庭の登
録数 実績 156 164 173 -

基本的な考
え方 Ⅲ　本市の実情を踏まえた代替養育体制の確保と家庭養育の推進

概要

代替養育を必要とする児童数については、本市の児童人口や児童虐待・相談通告件数、児童相談所への相談件数等を
踏まえると、当面は増加傾向が続くものと見込まれます。
そうした状況にあっても代替養育を必要とする児童を確実に養育できる体制を整えるため、家庭養育を担う里親登録数
の増加を図るとともに、様々な状況にある児童へ専門的支援を行うため、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設等
の定員枠を確保していきます。
また、代替養育を必要とする児童や家庭の状況を的確に把握し、里親家庭での養育を基本としながら、児童が最適な環
境で養育を受けられるよう代替養育の環境を選択し支援を推進します。

計画期間中
の主な取組

１　代替養育の量の見込みと代替養育体制の確保
≪代替養育（里親等）の確保方策≫
・里親等への委託可能性のある児童が可能な限り家庭環境で養育が受けられるよう、これまでの里親登録数の状況も考
慮した上で、必要な登録数の段階的な確保を目指し取組を推進します。

≪代替養育（施設等）の確保方策≫
・児童養護施設については、地域において家庭的環境で専門的な支援が可能な地域小規模児童養護施設の設置を促
進し、一部施設については児童養護施設本体の定員を縮小し、その枠をショートステイに活用するなど施設の多機能化・
地域分散化を維新していきます。

２　児童の状況を踏まえた家庭養育の推進
≪児童の適切なアセスメントと家庭養育の推進≫
・児童や保護者等の意向を十分に尊重しながら、十分なアセスメントを行い、要保護児童をできる限り家庭的環境で養育
するという児童福祉法の理念に基づき、最適な環境の養育につなげます。

施策を構成
する事務事
業

1 代替養育を必要とする児童数の見込み 7 13

2 代替養育の確保方策 8 14

4 10 16

3 児童の適切なアセスメントと家庭養育の推進 9 15

6 12 18

5 11 17

単位

1
成果
指標

代替養育（施設等）の確保方策
目標 － 360 361 366

指標分類 目標・実績 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

人
説明

要保護児童を受け入れるための施設等におけ
る定員の確保数 実績 374 360 360 -

97 107

人
説明

要保護児童のうち、里親に委託する可能性のあ
る児童数の推移 実績 84 83 97

里親等への委託児童数の見込み
目標 － 88

-

4
成果
指標

里親等委託率の見込み（全体）
目標 － 24 26 29

3
成果
指標

％
説明

要保護児童で措置された者のうち、里親及び
ファミリーホームに委託された児童等の割合 実績 23 25 29 -

5
成果
指標

52 61

％
説明

要保護児童で措置された者のうち、里親及び
ファミリーホームに委託された3歳未満児の割合 実績 29 24 39

里親等委託率の見込み（3歳未満児）
目標 － 44

-

6
成果
指標

里親等委託率の見込み（3歳以上就学前児童）
目標 － 31 39 43

％
説明

要保護児童で措置された者のうち、里親及び
ファミリーホームに委託された3歳以上就学前児
童の割合 実績 19 41 37 -

基本的な考え方Ⅲ　本市の実情を踏まえた代替養育体制の確保と家庭養育の推進



３　評価
　内部評価の結果

19 20

％
説明

要保護児童で措置された者のうち、里親及び
ファミリーホームに委託された就学児童の割合 実績 23 22 26

今後の事
業の方向
性

1
代替養育の確
保方策

里親と施設の両輪で代替
養育体制の確保を行いま
す。

①小規模施設の設置に向けた調整等
②里親登録数の増加に向けた調整等

ほぼ目標通り達成しました。
①令和２年度中に地域小規模児童養
護施設を１か所開設しました。
また、さらなる地域分散化の流れを進
めていくため、小規模施設の準備を児
童養護施設運営法人と行い、次年度
中の開設に向けた調整を行いました。
②フォスタリング機関を中心とした里親
登録に向けた活動の結果、養育里親８
組、養子縁組里親９組、親族里親１組
の合計１８組を新たに里親登録に結び
付けました。

３　ほ
ぼ目標
どおり

A　貢献
している

Ⅲ　事業
規模拡
大

施策等 事業の内容
当該年度の事業の取組内

容
取組内容の実績等 事業の

達成度
施策への
貢献度

7
成果
指標

里親等委託率の見込み（就学児童）
目標 － 19

-

A　貢献
している

Ⅲ　事業
規模拡
大

2
児童の適切なア
セスメントと家庭
養育の推進

各児童の意思を最大限尊
重した上で、家庭環境や生
育歴、医療的心理的ケアの
必要性や障害等の状況を
総合的にアセスメントした
上で、その児童に最も適し
た養育環境を提供します。

①児童の適切なアセスメントと家庭養
育の推進

ほぼ目標通り達成しました。
①児童福祉法の理念に従い、児童の
最善の利益の確保を考慮し、家庭養
育を優先する観点から要保護児童の
適切な処遇を検討した結果、里親委託
率が29.4％となり、着実な里親委託の
推進につながりました。

３　ほ
ぼ目標
どおり

総合的な
評価

１　代替養育の量の見込みと代替養育制度の確保
・フォスタリング機関における里親登録拡大の取組により、養育里親、養子縁組里親、親族里親が新たに登録され
ました。
・地域小規模児童養護施設を1か所開設しました。

２　児童の状況を踏まえた家庭養育の推進
・児童の最善の利益の確保に向けて、家庭養育を優先する観点から里親委託を推進しました。



４　改　善　

子ども・子育て
会議からの意
見・評価

１　代替養育の量の見込みと代替養育制度の確保
・児童福祉法の理念に基づき、家庭養育をさらに推進していくため、フォスタリング機関が中心となり、里親制度のさ
らなる推進に向けた様々な取組を推進されていくことを望みます。また、市内に２つあるフォスタリング機関同士の連
携や交流を深め、それぞれが持つ経験やノウハウを活用し、リクルート活動や養育の資質向上に資する支援の向
上を目指すなど、相乗効果を期待します。

２　児童の状況を踏まえた家庭養育の推進
・施設養育においても、毎日の生活の場であることを考慮し、できる限り家庭に近い環境を目指していくため、既存
の各施設と協議を重ねながら小規模施設の更なる設置に向けた検討を進めていただくことを望みます。

※その他総合的な意見
今後も社会的養育推進計画に定めた目標を意識しながら、里親及び施設双方の取組を進め、児童にとって最適な
環境を選択できるよう、量の確保についても着実に進められることを望みます。

子ども・子育て会議から
の意見・評価を踏まえた

今後の取組

１　代替養育の量の見込みと代替養育制度の確保
・フォスタリング機関による一貫した里親支援体制の確立により、里親登録数の確保など、里親制度の充
実につながるよう、行政、施設、里親会等関係団体も含め、一層の連携を図ります。

２　児童の状況を踏まえた家庭養育の推進
・施設の小規模化及び地域分散化については、各施設における職員の確保や人材育成とリンクしてくるも
のであるため、連携を十分に図った上で設置数の増加を目指します。

・里親及び施設を社会的養育の推進における両輪として、更なる量の確保と質の向上を目指し、社会的養
育推進計画に定める取組を進めてまいります。



川崎市社会的養育推進計画　量の確保見込み

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

里親等委託率の見込み（就学児童）
量の見込み － 19% 19% 20%

内部
評価

児童のニーズや将来の進路等も見据えながら、里親家庭にお
ける落ち着いた、温かな環境の中で児童の成長につなげていく
ため、就学期児童についても委託を促進しました。 実績 23% 22% 26% －

里親等委託率の見込み（3歳以上就学前児童）
量の見込み － 31% 39% 43%

内部
評価

就学前ということで、家庭に復帰できる可能性を模索しながら、
乳児院だけではなく、児童相談所一時保護所などからも児童
の委託を進めました。 実績 19% 41% 37% －

里親等委託率の見込み（3歳未満児）
量の見込み － 44% 52% 61%

内部
評価

家庭養育を優先していく方向性のもと、要保護児童については
里親家庭において生活ができるよう検討を行い、委託につなげ
ました。 実績 29% 24% 39% －

里親等委託率の見込み（全体）
量の見込み － 24% 26% 29%

内部
評価

里親家庭への委託につなげられるよう優先して検討を行い、市
全体としての里親委託率の向上に努めました。 実績 23% 25% 29% －

里親等への委託児童数の見込み
量の見込み － 88人 97人

内部
評価

家庭養育を優先していく方向性のもと、要保護児童については
里親家庭において生活ができるよう検討を行い、委託につなげ
ました。 実績 84人 83人 97人

代替養育（施設等）の確保方策
量の見込み

内部
評価

市外施設における協定定員枠の減少はあったものの、市内施
設の定員の確保及び地域分散化を推進し、川崎区に地域小規
模児童養護施設1か所を開設（定員６）しました。 実績

里親登録数
量の見込み

内部
評価

フォスタリング機関を中心に、新たに１８組の里親登録となりま
した。一方で、高齢等の理由から、辞退される方も多数おり、今
後もさらなるリクルート活動の強化等を行う必要があります。 実績

366人

－

192家庭

－

107人

－ 360人 361人

－

－ 168家庭 180家庭

374人 360人 360人

156家庭 164家庭 173家庭


